
提出日 年 月 日

１.利用車種（どちらか✔をつけて、必要事項を記入してください）

防犯登録番号　※必ず記入してください。 空欄で申請することはできません。

記号 番号

標識番号　※必ず記入してください。 標識交付証明書のコピーを添付

記号 番号

申請する車両が三輪の場合は、右の□に✔をしてください。 この車両は、第１種原動機付自転車の三輪です。

２.利用を希望する自転車駐車場(利用開始日が同じ駐車場は、第２希望まで選択可。希望順に１，２と記載)

３.利用区間（いずれかに✔してください）

自宅　⇔　自転車駐車場
自転車駐車場　⇔　勤務先・通学先など主な行き先 ※勤務先・通学先など主な行き先の名称と所在地を記入

４.登録手数料の減免、優先利用の有無　　　　　　　

千代田区民 高校生以下 生活保護法による被保護者

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、東京都愛の手帳の交付を受けている方

対象項目なし ⇒ 添付書類はありません。

千代田区長　殿

利用者（実際に使う方）

建物名も記載

受付施設 担当課 区分・料金 登録証の交付

受付

名称・所在地：

　利用者が次の方は優先利用や登録手数料の減免があります。希望する方は、対象にチェックをして、必要書類を添付して申

請してください。必要書類や減免の内容など詳しくは、区ホームページまたは裏面をご確認ください。

　千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例、同規則及び利用案内に同意し、年間登

録制自転車駐車場に上記の通り申し込みます。

〒
住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

/

登録

番号
窓・郵

申 請 代 理 者 氏 名 ( 保 護 者 等 )

※申請書を作成した方が利用者と異なる場合

賠償保険加入の確認

※どちらかにチェック

都の条例で、保険加入が義務になりました。

事

務

欄

入力 照合

４月利用開始

７月利用開始

10月利用開始

２月利用開始

九段下駅第１

神田駅第１

飯田橋駅第３

御茶ノ水駅

電 話 番 号

日中連絡可能な番号

（注意）

＊の駐車場は、原付

を駐車できません

神田駅第２

＊岩本町駅臨時

市ヶ谷駅　

九段下駅第２

自転車駐車場利用登録申請書（自転車・第１種原動機付自転車〈50cc　0.6kw以下〉）

　  自転車 警察署

道府県

５月利用開始
四ツ谷駅

＊大手町江戸通り

＊有楽町駅第一高架下

水道橋駅

＊秋葉原駅東口第１

秋葉原駅東口第２

　 第１種原動機付

　自転車 市 区 町 村 名

＊飯田橋駅東口第１

飯田橋駅東口第２

私は、自転車事故の賠償保険に加入しています。

私は、現在加入していませんが利用開始までに保険に加入します。（後日、確認することがあります）



◆１.利用車種（どちらか✔をつけて、必要事項を記入してください） 受け付けできない主な例～このような場合は、申請を受けるけることができません～

・まだ、自転車（原動機付自転車）を買っていない

・１人（１法人）で２台以上申し込む

・同一車両が異なる利用者名で申請があった

・区内で他の自転車駐車場を利用している

・施設の規格に合わない（車両が大きいなど）

・防犯登録（自転車）をしていない、標記交付（原付）を受けていない

・申請書に不備（記載してない箇所、添付書類がないもの）がある

◆ 優先・減免の内容と必要書類

３.利用区間（いずれかに✔してください）

◆ 申請から利用までの流れ 募集期間外は、「キャンセル待ち」扱いとなり、即時利用はできません

　　　　　　

優先・減免の内容

優先順位第１位。

手数料の減免措置なし。

優先なし。

手数料の減額措置あり。

優先なし。

手数料の免除措置あり。

千代田区民
優先順位第２位。

手数料の減額措置あり。

申請上の注意事項

募集期間外は、「キャンセル待ち」扱いとなり、即時利用はできません

問合せ　環境まちづくり総務課　交通対策・監察係　03-5211-4345

高校生以下

生活保護法による被保護者

詳しくは、年間登録制自転車駐車場の申請方法（区HP掲載、区役所・出張所で配布）をご覧ください。

区分

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

東京都愛の手帳の交付を受けている方

必要書類

各手帳のコピー

区内在住を証明するもののコピー。運転免許証・マ

イナンバーカード(通知カードは不可)など

学生証・生徒手帳のコピー

受給者証明書のコピー

区HP、区役所・出張所

で申請書を入手する

申請書に必要事項を記

入する

郵送or窓口で申請書を

提出

区から書類を郵送

決定通知書と納入通知書を送ります。納入通知書で登録料をお支払いく

ださい。

登録料の納付が確認後（１週間～10日前後）で登録証を発送します。利

用開始日から利用してください。キャンセル待ちの場合は、登録証を規

定の位置に貼付できたときから利用できます。

郵送先

〒102-8688 千代田区 環境まちづくり総務課 交通対策・監察係あて

※出張所の場所は、区HPをご覧ください。

申請書の利用区分をよく読んで、添付忘れがないようにしてください。

一般区分の方は、添付書類はありません。

法人申請は、郵便番号、住所は法人所在地を記入し、申請代理者に法人

名を記載してください。

年間登録制自転車駐車場の申請方法も必ず読んでください。

区HP→「自転車」と検索→自転車（駐輪場・放置自転車）

→ 関連リンクの「申請方法」参照

利用上の注意事項は、年間登録制自転車駐車場の申請方法のほか決定通知に同封します。

よく読んで利用してください。


